
香川県子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針の改正案について 

１ 香川県子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針（以下「県指針」という。）について 

基本的には「がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針（令和３年10月１日一

部改正）」（以下「国指針」という。）の内容を反映させている。 
（※県指針の新旧対照表を２～４ページに掲載。 

県指針全文（改正箇所を見え消しで記載）は資料４－２のとおり 

国指針の主な改正内容は５ページに掲載。国指針の改正後全文は６ページ以降に掲載。） 

（主な改正箇所） 

・受診を特に推奨する者の年齢について 
・がん検診の利益・不利益の説明について 
・その他技術的修正 

（論点） 

国指針の改正に合わせて、子宮頸がんのみ、県指針に「受診を特に推奨する者を 69 歳以

下の者とする」旨を盛り込む形で改正案を作成している。なお、子宮頸がん以外のがん種で

は以下の理由から、県指針には上記の旨を盛り込まない形で改正案を作成している。 

（理由） 

・厚生労働省に対し、年齢設定の根拠について確認したところ、次の回答であった。 
「各がん検診を特に推奨する者（積極的に受診勧奨する対象）としての上限を 69 歳に

設定している明確な科学的根拠はない。諸外国における受診率の算定方法は参考としてい

るが、特に若年の対象者において、がん検診の死亡率減少効果がより大きくなることを期

待して設定している。」 
・「有効性評価に基づくがん検診ガイドライン」を確認したところ、子宮頸がんのみ「検診

対象は 20～69 歳が望ましい。」との記載があったが、他のがん種では、対象年齢の上限

については触れられていなかった。 

２ 「（別紙２）細胞診結果（ベセスダシステム）」について 
平成 22 年の当初策定時の内容だったため、全面的に表記を見直した。 
上記に併せて、様式６（精密検査依頼書、結果報告書）の表記も修正した。 

３ 様式関係について 
国立がん研究センターが示す「事業評価のためのチェックリスト」（以下、「チェックリス

ト」という。）から引用していた下記の参考様式を削除する。 
（理由） 

市町及び検診機関は､最低限整備すべき検診体制がまとめられたチェックリストを参考に

検診を実施することが求められるが、チェックリストは随時改定されることが見込まれるこ

とから、国立がん研究センターのホームページに掲載される最新のチェックリストを参考に

することが、精度管理上､望ましいと考えるため。 

（参考１）子宮頸がん検診のためのチェックリスト（検診実施機関用） 

（参考２）子宮頸がん検診のためのチェックリスト（市区町村用） 

（参考３）子宮頸がん検診のためのチェックリスト（都道府県用） 

資料４－１ 



新旧対照表 

香川県子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針（令和５年２月現在） 

新 旧 

（表題） 

香川県子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針 

 

第１（現行のとおり） 

 

第２ 検診対象者 

子宮頸がん検診の対象者は、当該市町に居住地を有する２０歳以上

の女性とする。 

なお、受診を特に推奨する者を２０歳以上６９歳以下の者とする。

ただし、受診を特に推奨する者に該当しない７０歳以上の者に対して

も、受診の機会を提供するよう留意すること。 

 

第３から第４まで （現行のとおり） 

 

第５ 受診勧奨 

市町は、子宮頸がん及び子宮頸がん検診に関する正しい知識を普及

啓発するとともに、対象者に受診勧奨を行う。対象者のうち、受診を

特に推奨する者でこれまでに子宮頸がん検診を受診したことがない者

に対しては、積極的な受診勧奨を行う。 

受診勧奨は、受診率の向上及び精度管理の観点から、個別通知によ

ることが望ましく、次の事項に留意する。 

１ 受診者の拡大に努めるとともに、受診者の固定化を防止し、検診

の効果の向上を図る。 

２ 罹患率や有病率などを参考とし、子宮頸がん対策上重要と考え

られる年齢層の受診を促進する。 

３ 他のがん検診受診機会の有無を確認するなど、対象者を正確に

把握する。 

４ 検診対象者のリストを作成し、がん検診受診状況等を台帳等に

より管理する。 

５ がん検診の対象者自身が、がん検診の利益・不利益を考慮した上

で受診を検討できるよう、受診勧奨に当たっては、対象者に対して

がん検診の利益・不利益の説明を行うこと。ただし、不利益の説明

をするときは、指針に定めるがん検診の受診率低下を招かないよ

う、伝え方に留意すること。 

＜がん検診の利益・不利益について＞ 

（利益の例） 

・検診受診後のがんの早期発見・早期治療による死亡率減少効果が

あること 

・早期に発見できるために侵襲の軽度な治療で済むこと 

・がん検診で「異常なし」と判定された場合に安心感を得られるこ

と等 

（不利益の例） 

・偽陰性、偽陽性（また、その判定結果を受けて不安を生じること

や、結果として不必要な精密検査を受ける場合があること。） 、

過剰診断、偶発症等 

 

第６ 検診方法等 

検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診とする。必要に応じて内

診、コルポスコープ検査を行う。 

１ 問診 

問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症状、月経及び分娩・

妊娠等に関する事項、子宮頸部病変の既往歴、家族歴、過去の検診の

受診状況等を聴取する。 

２ （現行のとおり） 

３ 子宮頸部の細胞診 

（1）子宮頸部の細胞診については、子宮頸部及び膣部表面の全面擦

過法によって、検体を採取し、迅速に処理（固定等）した後、パパ

ニコロウ染色を行い、顕微鏡下で観察する。 

（2）検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技

師を有する専門的検査機関において行う。この場合において、医師

及び臨床検査技師は、公益社団法人日本臨床細胞学会認定の細胞

診専門医及び細胞検査士であることが望ましい。 

（表題） 

香川県子宮頸がん検診の精度管理のための技術的指針 

 

第１（略） 

 

第２ 検診対象者 

子宮頸がん検診の対象者は、当該市町に居住地を有する２０歳以上

の女性とする。 

 

 

 

 

第３から第４まで （略） 

 

第５ 受診勧奨 

市町は、子宮頸がん及び子宮体がんに関する正しい知識を普及啓発

するとともに、対象者に受診勧奨を行う。対象者のうち、これまでに子

宮頸がん検診を受診したことがない者に対しては、積極的な受診勧奨

を行う。 

受診勧奨は、受診率の向上及び精度管理の観点から、個別通知によ

ることが望ましく、次の事項に留意する。 

１ 受診者の拡大に努めるとともに、受診者の固定化を防止し、検診

の効果の向上を図る。 

２ 罹患率や有病率などを参考とし、子宮がん対策上重要と考えら

れる年齢層の受診を促進する。 

３ 他のがん検診受診機会の有無を確認するなど、対象者を正確に

把握する。 

４ 検診対象者のリストを作成し、がん検診受診状況等を台帳等に

より管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６ 検診方法等 

検診項目は、問診、視診、子宮頸部の細胞診とする。必要に応じて内

診、コルポスコープ検査を行う。 

１ 問診 

問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症状、月経及び分娩・

妊娠等に関する事項、既往歴、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴

取する。 

２ （略） 

３ 子宮頸部の細胞診 

（1）子宮頸部の細胞診については、子宮頸部及び膣部表面の全面擦

過法によって、検体を採取し、迅速に固定した後、パパニコロウ染

色を行い、顕微鏡下で観察する。 

（2）検体の顕微鏡検査は、十分な経験を有する医師及び臨床検査技

師を有する専門的検査機関において行う。この場合において、医師

及び臨床検査技師は、日本臨床細胞学会認定の細胞診専門医及び

細胞検査士であることが望ましい。 



（3）子宮頸部の細胞診の結果は、標本の適否の判定を行い、ベセス

ダシステム（別紙２参照）によって分類した上で、精密検査の必要

性の有無を決定し、速やかに検査を依頼した者に通知する。なお、

検体が不適切であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施す

るものとする。 

４から６まで （現行のとおり） 

 

第７から第８まで （現行のとおり） 

 

第９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握 

１ （現行のとおり） 

２ 子宮頸がん検診精密検査結果の把握 

市町又は検診実施機関は、「子宮頸部精密検査依頼書」（様式６号）

等により精密検査実施医療機関に精密検査を依頼するとともに、そ

の結果を把握する。 

 

第10 事業評価 

がん検診における事業評価については、平成２０年３月に厚生労働

省「がん検診事業の評価に関する委員会」がとりまとめた報告書「今

後のわが国におけるがん検診事業評価の在り方について」（以下「報

告書」という。）において、その基本的な考え方を示しているところで

ある。一義的にはアウトカム指標としての死亡率により行われるべき

であるが、死亡率減少効果が現れるまでに相当の時間を要すること等

から、「技術・体制的指標」と「プロセス指標」による評価を徹底し、

結果として死亡率減少を目指すことが適当とされた。この「技術・体

制的指標」として、「事業評価のためのチェックリスト」※（以下「チ

ェックリスト」という。）及び「仕様書に明記すべき最低限の精度管理

項目」が示され、「プロセス指標」として、がん検診受診率、要精検

率、精検受診率、陽性反応的中度、がん発見率等の許容値が示された。 

そこで、子宮頸がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度

管理の下で実施することが不可欠であることから、市町は、「チェッ

クリスト（市区町村用）」を参考とするなどして、検診の実施状況を把

握する。その上で、保健所、地域医師会及び検診実施機関等関係者と

十分協議を行い、地域における実施体制の整備に努めるとともに、子

宮がん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づき、

検診実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。 

また、県は、子宮がん部会において、全国がん登録を活用するとと

もに、「チェックリスト（都道府県用）」※を参考とするなどして、が

んの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等について専門

的な見地から検討を行う。さらに、「チェックリスト（市区町村用）」

※の結果を踏まえ、市町に対する技術的支援及び検診実施機関に対す

る指導を行う。 

 

 

※ 「事業評価のためのチェックリスト」については、国立がん研究セ

ンターが示す「事業評価のためのチェックリスト」を参考にする。 

「事業評価のためのチェックリストおよび仕様書に明記すべき必要最低

限の精度管理項目」 

（https://ganjoho.jp/med_pro/pre_scrcancer_control/screening/che

ck_list.html） 

 

第11 検診実施機関 

１ 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮頸がん検診

が円滑に実施されるよう、「チェックリスト（検診実施機関用）」を

参考とするなどして、細胞診等の精度管理に努める。 

２ 検診実施機関は、子宮頸がんに関する正確な知識及び技能を有す

るものでなければならない。 

３ 検診実施機関は、精密検査実施機関と連絡をとり、精密検査結果

の把握に努めなければならない。 

４ 検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも５年間は保存し

なければならない。 

５ 検診実施機関は、香川県がん対策推進協議会及び子宮がん部会に

おける検診結果や助言を踏まえ、実施方法等の改善に努める。 

 

第12 精密検査等 

１ 子宮頸がん検診において「要精検」とされた場合は、必ず精密検

査を受けるよう、あらかじめ全ての検診受診者に周知する。 

（3）子宮頸部の細胞診の結果は、標本の適否の判定を行い、ベセス

ダシステム（別紙３参照）によって分類した上で、精密検査の必要

性の有無を決定し、速やかに検査を依頼した者に通知する。なお、

検体が不適切であった場合には、再度子宮頸部の細胞診を実施す

るものとする。 

４から６まで （略） 

 

第７から第８まで （略） 

 

第９ 検診記録の整備及び精密検査結果の把握 

１ （現行のとおり） 

２ 子宮がん検診精密検査結果の把握 

市町又は検診実施機関は、「子宮頸部精密検査依頼書」（様式６号）

等により精密検査実施医療機関に精密検査を依頼するとともに、そ

の結果を把握する。 

 

第10 事業評価 

がん検診における事業評価については、平成２０年３月に厚生労働

省「がん検診事業の評価に関する委員会」がとりまとめた報告書「今後

のわが国におけるがん検診事業評価の在り方について」（以下「報告

書」という。）において、その基本的な考え方を示しているところであ

る。一義的にはアウトカム指標としての死亡率により行われるべきで

あるが、死亡率減少効果が現れるまでに相当の時間を要すること等か

ら、「技術・体制的指標」と「プロセス指標」による評価を徹底し、結

果として死亡率減少を目指すことが適当とされた。この「技術・体制的

指標」として、「事業評価のためのチェックリスト」※及び「仕様書に

明記すべき最低限の精度管理項目」が示され、「プロセス指標」とし

て、がん検診受診率、要精検率、精検受診率、陽性反応的中度、がん発

見率等の許容値が示された。 

そこで、子宮がん検診の実施に当たっては、適切な方法及び精度管

理の下で実施することが不可欠であることから、市町は、「子宮がん検

診のためのチェックリスト（市区町村用）」（参考２）※（以下「チェ

ックリスト」という。）を参考とするなどして、検診の実施状況を把握

する。その上で、保健所、地域医師会及び検診実施機関等関係者と十分

協議を行い、地域における実施体制の整備に努めるとともに、子宮が

ん部会における検討結果を踏まえ、その指導又は助言に基づき、検診

実施機関の選定及び実施方法等の改善を行う。 

また、県は、子宮がん部会において、全国がん登録を活用するととも

に、「チェックリスト（都道府県用）」（参考３）※を参考とするなど

して、がんの罹患動向、検診の実施方法及び精度管理の在り方等につ

いて専門的な見地から検討を行う。さらに、「チェックリスト（市区町

村用）」（参考２）※の結果を踏まえ、市町に対する技術的支援及び検

診実施機関に対する指導を行う。 

 

※ 「事業評価のためのチェックリスト」については、国立がん研究セ

ンターが示す「事業評価のためのチェックリスト」を参考にする。 

「事業評価のためのチェックリストおよび仕様書に明記すべき必要最低

限の精度管理項目」 

（http://ganjoho.jp/med_pro/pre_scr /screening/check_list.html） 

 

 

第11 検診実施機関 

１ 検診実施機関は、適切な方法及び精度管理の下で子宮がん検診が

円滑に実施されるよう、「チェックリスト（検診実施機関用）」（参

考１）を参考とするなどして、細胞診等の精度管理に努める。 

２ 検診実施機関は、子宮がんに関する正確な知識及び技能を有する

ものでなければならない。 

３ 検診実施機関は、精密検査実施機関と連絡をとり、精密検査結果

の把握に努めなければならない。 

４ 検診実施機関は、検体及び検診結果を少なくとも５年間は保存し

なければならない。 

５ 検診実施機関は、香川県がん対策推進協議会及び子宮がん部会に

おける検診結果や助言を踏まえ、実施方法等の改善に努める。 

 

第12 精密検査等 

１ 子宮頸がん検診において「要精検」とされた場合は、必ず精密検査

を受けるよう、あらかじめ全ての検診受診者に周知する。 



なお、その際には、精密検査を実施することにより、子宮頸がんの

早期治療ができる可能性があるなどの科学的知見に基づき、十分な

説明を行う。 

２ （現行のとおり） 

 

（別紙１） （現行のとおり） 

 

（別紙２） （資料４－２ ９､10ページ参照） 

 

（様式１号）から（様式５号）まで （現行のとおり） 

 

（様式６－１号）から（様式６－３号）まで （資料４－２ 16～18ペ

ージ参照） 

 

（様式７－１号）から（様式７－２号）まで （現行のとおり） 

 

（参考１）から（参考３）まで 削除 

 

なお、その際には、精密検査を実施することにより、子宮がんの早

期治療ができる可能性があるなどの科学的知見に基づき、十分な説

明を行う。 

２ （略） 

 

（別紙１） （略） 

 

（別紙２） （資料４－２ ９､10ページ参照） 

 

（様式１号）から（様式５号）まで （略） 

 

（様式６－１号）から（様式６－３号）まで （資料４－２ 16～18ペ

ージ参照） 

 

（様式７－１号）から（様式７－２号）まで （略） 

 

（参考１）から（参考３）まで 

 

 



がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針の主な改正内容
  ※ 下表の頁については、「がん予防健康重点教育及びがん検診実施のための指針 新旧対照表」で該当する頁を記載。

【がん検診全般】

項目 頁 内 容
変更・追
加等の別

新 旧

第3-1-(2)-⑤ 2 総則 実施体制 追加 がん検診の利益・不利益について －

第3-1-(3) 4 対象者 追加
※ 対象者のうち、受診を特に推奨する者に該当
しない者であっても、受診の機会を提供するよ
う留意すること。

－

第3-1-(5) 5 個人情報の取扱い 変更

なお、個人情報の取扱いについては、「医療・
介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイダンス 」（ 平成２９年４月１４
日付け個情第５３４号・医政発０４１４第６
号・薬生発０４１４第１号・老発０４１４第１
号個人情報保護委員 会 事務局長、厚生労働省医
政局長、厚生労働省医 薬・ 生活衛生局長、 厚生

介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイドライン 」（ 平成１６年１２月
２４日付け医政発第１２２４００１号・薬食発
第１２２４００２号・老発第１２２４００２号
厚生労働省医政局長・医薬食品局長・老健局長
通知 ）を参照するこ と。

第3-1-(6) 6 事業評価 追加
報告書の見直しが行われた場合は、新たな内容
に基づき事業評価を行うこととする。

－

(別紙)4 15
がん検診における管理

者の取扱い
追加 がん検診における管理者の取扱いについて －

【子宮頸がん検診】

項目 頁 内 容
変更・追
加等の別

新 旧

第3-1-(3)-② 4 対象者 追加
なお、受診を特に推奨する者を２０歳以上６９
歳以下の者とする。

－

第3-3-(1)-① 7 問診 変更

問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症
状、月経及び分娩・妊娠等に関する事項、 子宮
頸部病変の既往歴、家族歴、 過去の検診の受診
状況等を聴取する。

問診に当たっては、不正性器出血等の現在の症
状、月経及び分娩・妊娠等に関する事項、 既往
歴 、家族歴、過去の検診の受診状況等を聴取す
る。

第3-3-(1)-③-ア 7 子宮頸部の細胞診 変更

子宮頸部の細胞診については子宮頸管及び膣部
表面の全面擦過法によって検体を採取 し、迅速
に 処理（固定等） した後、パパニコロウ染色を
行い顕微鏡下で観察する 。

子宮頸部の細胞診については子宮頸管及び膣部
表面の全面擦過法によって検体を採取し、迅速
に 固定 した 後、パパニコロウ染色を行い顕微
鏡下で観察する。

第3-3-(1)-③-イ 7 学会名称 変更 公益社団法人日本臨床細胞学会認定の 日本臨床細胞学会認定の

第3-3-(3) 8 記録の整備 変更

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診
の受診状況、子宮頸部の細胞診の結果、子宮頸
部病変の精密検査の必要性の有無等を記録す
る。

検診の記録は、氏名、年齢、住所、過去の検診
の受診状況、子宮頸部の細胞診の結果、精密検
査の必要性の有無等を記録する。


























